
○
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
五
月
二
日
栃
木
県
規
則
第
三
十
五
号
） 

 
 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

  

（
災
害
の
程
度
に
係
る
報
告
等
） 

第
一
条 

知
事
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
に
対
し
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
災
害
が
、
災
害
救
助
法
施

行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
該
当
す
る
見
込
み
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
救
助
の
実
施
を
決
定
し
た
場
合
は
、
適
用
地
域
を
公

示
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
） 

第
二
条 

令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
は
、
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び
期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の

基
準
（
平
成
二
十
五
年
内
閣
府
告
示
第
二
百
二
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合

に
は
、
知
事
が
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

（
物
資
の
保
管
等
に
係
る
公
用
令
書
等
） 

第
三
条 

災
害
救
助
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
総
理
府
令
、
厚
生
省
令
、
内
務
省
令
、
大
蔵
省
令
、
運
輸
省
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
公
用
令
書
、
公
用
変
更
令
書
及
び
公
用
取
消
令
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

公
用
令
書
（
別
記
様
式
第
一
号
の
一
か
ら
別
記
様
式
第
一
号
の
四
ま
で
） 

 

二 

公
用
変
更
令
書
（
別
記
様
式
第
二
号
） 

 

三 

公
用
取
消
令
書
（
別
記
様
式
第
三
号
） 

２ 

前
項
第
一
号
の
公
用
令
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
強
制
物
件
台
帳
（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
公
用
変
更
令
書
又
は
公
用
取
消
令
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
強
制
物
件
台
帳
に
、
そ
の
理
由
を
詳
細
に
記
録
す
る
ほ

か
、
公
用
変
更
令
書
の
交
付
に
あ
っ
て
は
、
変
更
事
項
を
記
録
し
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
。 

  

（
受
領
調
書
の
作
成
） 

第
四
条 

当
該
職
員
が
、
収
用
又
は
使
用
す
べ
き
物
資
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
に
、
規
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
受
領
調
書
（
別
記
様
式
第
五

号
）
を
作
成
す
る
場
合
は
、
そ
の
物
資
の
所
有
者
又
は
権
限
に
基
づ
い
て
そ
の
物
資
を
占
有
す
る
者
（
以
下
「
占
有
者
」
と
い
う
。
）
の
立
会
い
の
下
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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（
損
失
補
償
請
求
書
） 

第
五
条 

規
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
。 

２ 
損
失
補
償
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
、
及
び
こ
れ
に
基
づ
き
損
失
の
補
償
を
行
っ
た
と
き
は
、
所
要
の
事
項
を
強
制
物
件
台
帳
に
記
録
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
従
事
命
令
に
係
る
公
用
令
書
等
） 

第
六
条 

規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
公
用
令
書
及
び
公
用
取
消
令
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

公
用
令
書
（
別
記
様
式
第
七
号
） 

 

二 

公
用
取
消
令
書
（
別
記
様
式
第
八
号
） 

２ 

前
項
第
一
号
の
公
用
令
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、
救
助
従
事
者
台
帳
（
別
記
様
式
第
九
号
）
に
所
要
事
項
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
第
二
号
の
公
用
取
消
令
書
を
交
付
し
た
と
き
は
、
救
助
従
事
者
台
帳
に
そ
の
理
由
を
詳
細
に
記
録
し
て
、
前
項
の
所
要
事
項
を
抹
消
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

（
救
助
に
従
事
で
き
な
い
場
合
の
届
出
） 

第
七
条 

規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
当
た
り
添
付
す
る
書
類
は
、
次
の
も
の
と
す
る
。 

一 

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
医
師
の
診
断
書 

二 

天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
、
警
察
官
そ
の
他
適
当
な
公
務
員

の
証
明
書 

  

（
実
費
弁
償
） 

第
八
条 

令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

  

（
実
費
弁
償
請
求
書
） 

第
九
条 

規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
実
費
弁
償
請
求
書
は
、
別
記
様
式
第
十
号
に
よ
る
。 

  

（
立
入
検
査
証
票
） 

第
十
条 

法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
職
員
が
立
入
検
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
証
票
は
、
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
る
。 

  

（
扶
助
金
支
給
申
請
書
等
） 

第
十
一
条 

規
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金
支
給
申
請
書
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
。 
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２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
扶
助
金
申
請
書
の
う
ち
休
業
扶
助
金
及
び
打
切
扶
助
金
に
係
る
申
請
書
の
提
出
に
当
た
り
、
添
付
す
る
書
類
は
次
の
も
の
と
す

る
。 

一 
休
業
扶
助
金
支
給
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
、
従
前
得
て
い
た
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
他
に
収
入
の
み
ち

が
な
い
等
特
に
給
付
を
必
要
と
す
る
理
由
を
詳
細
に
記
載
し
た
書
類 

二 

打
切
扶
助
金
支
給
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
療
養
の
経
過
、
症
状
、
治
癒
ま
で
の
見
込
期
間
等
に
関
す
る
医
師
の
意
見
書 

３ 

法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
救
助
に
関
す
る
業
務
に
協
力
す
る
者
が
、
そ
の
た
め
に
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第
十

二
条
の
規
定
に
基
づ
く
扶
助
金
の
支
給
申
請
書
の
提
出
に
当
た
り
添
付
す
る
書
類
は
、
規
則
第
六
条
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
力
命
令
を
し

た
旨
の
知
事
の
証
明
書
と
す
る
。 

  

（
市
町
村
長
へ
の
通
知
） 

第
十
二
条 

 

法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
救
助
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
長
が
行
う
こ
と
と
す
る
場
合
に
、
令
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
通
知
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
長
は
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
及
び
第
七
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
救

助
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
廃
止
す
る
。 

 

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
栃
木
県
規
則
第
一
号
） 

 

災
害
救
助
隊
規
定
（
昭
和
二
十
八
年
栃
木
県
規
則
第
七
十
号
） 

 

附 

則
（
昭
和
三
五
年
規
則
第
六
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
三
六
年
規
則
第
五
五
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
三
六
年
規
則
第
七
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
六
年
九
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
三
八
年
規
則
第
七
七
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
三
九
年
規
則
第
六
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十
九
年
六
月
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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附 

則
（
昭
和
四
〇
年
規
則
第
七
三
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 
則
（
昭
和
四
一
年
規
則
第
四
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
一
年
規
則
第
五
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
二
年
規
則
第
三
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
三
年
規
則
第
八
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
四
年
規
則
第
四
五
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
五
年
規
則
第
八
九
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
六
年
規
則
第
六
三
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
七
年
規
則
第
八
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
九
年
規
則
第
五
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
九
年
規
則
第
六
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
四
九
年
規
則
第
七
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
〇
年
規
則
第
六
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
一
年
規
則
第
七
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
二
年
規
則
第
六
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
三
年
規
則
第
五
八
号
） 
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

則
（
昭
和
五
四
年
規
則
第
五
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
則
（
昭
和
五
五
年
規
則
第
三
九
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
六
年
規
則
第
六
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
七
年
規
則
第
五
五
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
八
年
規
則
第
四
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
五
九
年
規
則
第
六
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
六
〇
年
規
則
第
五
九
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
六
二
年
規
則
第
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
昭
和
六
三
年
規
則
第
五
九
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
元
年
規
則
第
五
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
年
規
則
第
五
六
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
三
年
規
則
第
五
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
五
年
規
則
第
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
五
年
規
則
第
五
七
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
七
年
規
則
第
一
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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附 

則
（
平
成
七
年
規
則
第
五
三
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 
則
（
平
成
一
〇
年
規
則
第
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
〇
年
規
則
第
六
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
一
年
規
則
第
四
三
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
二
年
規
則
第
三
〇
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
二
年
規
則
第
一
二
七
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

し
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
救
助
法 

施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
四
年
規
則
第
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
四
年
規
則
第
四
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
五
年
規
則
第
六
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
六
年
規
則
第
五
二
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
七
年
規
則
第
五
五
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
八
年
規
則
第
六
一
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
九
年
規
則
第
四
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
一
九
年
規
則
第
四
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
〇
年
規
則
第
三
三
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 

則
（
平
成
二
〇
年
規
則
第
四
一
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

附 
則
（
平
成
二
三
年
規
則
第
二
一
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
の
一
の
部
㈡
の
項
の
２
、
六
の
部
㈠
の
項
及
び
㈢
の
項

並
び
に
十
の
部
㈢
の
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 
 

附 

則
（
平
成
二
五
年
規
則
第
三
九
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表(

医
師
及
び
歯
科
医
師
並
び
に
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看

護
師
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
六
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
六
年
規
則
第
二
一
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
七
年
規
則
第
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表
（
救
急
救
命
士
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
七
年
規
則
第
三
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表
（
救
急
救
命
士
並
び
に
土
木
技
術
者
及
び
建
築
技
術
者

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
平
成
二
八
年
規
則
第
八
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則
（
令
和
元
年
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
規
則
の
規
定
（
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
、
救
命
救
急

士
並
び
に
土
木
技
術
者
及
び
建
築
技
術
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
令
和
元
年
規
則
第
二
十
四
号
） 

 
 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

附 

則
（
令
和
二
年
規
則
第
五
十
三
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表
（
薬
剤
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
臨
床
検
査
技
師
、
臨
床
工
学
技
士
及

び
歯
科
衛
生
士
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則
（
令
和
三
年
規
則
第
三
十
八
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
㈠
の
項
の
表
（
医
師
及
び
歯
科
医
師
並
び
に
土
木
技
術
者
及
び
建
築

技
術
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。 

附 

則
（
令
和
五
年
規
則
第
七
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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